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１【提出理由】

　2026年６月25日開催の当社第118期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

　　　　　　期末配当に関する事項

　　　　　　当社普通株式１株につき金53円とする。

 

第２号議案　吸収分割契約承認の件

会社分割（吸収分割）により、プラント事業を当社の完全子会社であるトーヨーカネツプラント事業

分割準備株式会社に、物流ソリューション事業を当社の完全子会社であるトーヨーカネツ物流事業分

割準備株式会社に各々承継させる吸収分割契約の内容を承認する。なお、当該吸収分割の効力発生日

は、2027年４月１日を予定する。

 

第３号議案　定款一部変更の件

第２号議案の承認可決及び吸収分割の効力発生を条件に、その効力発生日に当社の事業の目的の変更

を行う。また、監査等委員である取締役の員数を６名以内に変更する。

 

第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、大和田能史、小林康紀、米原岳史を選任する。

 

第５号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

第３号議案の承認可決を条件に、監査等委員である取締役として、渡邉修を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 104,233 382 0 （注）１ 可決　98.27

第２号議案 103,582 1,028 0 （注）２ 可決　97.66

第３号議案 102,651 1,957 0 （注）２ 可決　96.78

第４号議案      

大和田能史 100,994 3,616 0

（注）３

可決　95.22

小林康紀 102,689 1,921 0 可決　96.82

米原岳史 102,200 2,410 0 可決　96.36

第５号議案      

渡邉修 102,696 1,919 0 （注）３ 可決　96.83

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決

されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を加算しておりません。

 

以　上
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